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資 
料最

低
賃
金
引
き
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げ
の
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性
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2
0
1
9
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金

は
、
全
国
加
重
平
均
で
27
円
、3
・
0

 
9
 

％
の
引
き
上
げ
と
な
り
、
2
0
1
8
年
度

の
26
円
、
3
・
0
7
％
を
ほ
ん
の
わ
ず
か

上
回
る
だ
け
に
止
ま
り
ま
し
た
。
最
低
賃

金
の
水
準
が
比
較
的
低
い
、い
わ
ゆ
る
Ｄ

ラ
ン
ク
の
県
の
ほ
と
ん
ど
で
、
東
京
な

ど
Ａ
ラ
ン
ク
の
都
府
県
と
同
じ
引
き
上

げ
額
と
な
る
な
ど
、
地
域
間
格
差
の
是

正
と
い
う
点
で
は
前
進
を
得
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
が
、
政
府
が
2
0
1
9
年

度
の
骨
太
方
針
に
お
い
て
、「
よ
り
早
期

に
全
国
加
重
平
均
が
1
0
0
0
円
に
な

る
こ
と
を
目
指
す
」
と
い
う
方
針
を
示
し

て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
肩
透
か
し
と

な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

 　

使
用
者
側
か
ら
は
、
最
低
賃
金
の
引
き

上
げ
は
中
小
企
業
の
経
営
に
大
き
な
打

撃
を
与
え
、
倒
産
や
廃
業
を
招
き
、
失
業

者
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く

主
張
さ
れ
ま
す
が
、
現
在
の
よ
う
な
企
業

業
績
の
状
況
、
最
低
賃
金
の
水
準
で
、
本

当
に
打
撃
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
き
わ

め
て
疑
問
で
あ
り
、ま
さ
に
デ
ー
ビ
ッ
ド
・

ア
ト
キ
ン
ソ
ン
氏
（
小
西
美
術
工
藝
社
社 

長
）の
言
う
と
お
り
、「
1
0
0
0
円
の
最

低
賃
金
も
払
え
な
い
よ
う
な
経
営
者
は
、

会
社
を
経
営
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

新
聞
報
道
な
ど
で
は
、
最
低
賃
金
の

必
要
性
は
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
た
め
に
生

産
性
の
向
上
が
必
要
、
な
ど
と
い
う
論

調
を
目
に
し
ま
す
。
賃
金
の
引
き
上
げ

が
生
産
性
向
上
の
成
果
配
分
で
あ
る
と

い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
も
主
張
し
て
い
る
こ

と
で
す
が
、
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ま
で
の

生
産
性
の
向
上
が
き
ち
ん
と
賃
金
に
配

分
で
き
て
お
ら
ず
、
付
加
価
値
に
見
合
っ

た
賃
金
水
準
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
最

低
賃
金
の
積
極
的
な
引
き
上
げ
が
必
要

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
う
し

た
勤
労
者
生
活
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
、

成
長
に
見
合
っ
た
生
活
向
上
が
図
ら
れ
て

い
る
か
、
所
得
格
差
は
行
き
過
ぎ
て
い
な

い
か
、
な
ど
と
い
っ
た
諸
環
境
を
考
慮
し

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
2
0
1
9
年
の

骨
太
方
針
に
あ
る
よ
う
に
、「
我
が
国
の

賃
金
水
準
が
他
の
先
進
国
と
の
比
較
で

低
い
水
準
に
留
ま
る
」
と
す
れ
ば
、
最
低

賃
金
の
引
き
上
げ
は
、
消
費
、
内
需
、
雇

用
機
会
の
拡
大
に
つ
な
が
り
、
超
少
子
高

齢
社
会
に
お
い
て
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る

物
的
生
産
性
の
向
上
を
促
進
す
る
こ
と

に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
使
用
者
側
は
何

ら
裏
付
け
を
示
す
こ
と
な
く
、
た
だ
低

け
れ
ば
よ
い
と
い
う
発
想
か
ら
、
最
低

賃
金
の
引
き
上
げ
は
企
業
経
営
に
打
撃
、

倒
産
や
廃
業
を
招
き
、
失
業
者
を
増
や

す
、
な
ど
と
主
張
し
て
い
る
と
し
か
思
え

ま
せ
ん
。

た
主
張
は
、
少
な
く
と
も
現
状
で
は
的
外

れ
で
あ
る
と
と
も
に
、
最
低
賃
金
引
き
上

げ
の
足
を
引
っ
張
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま

せ
ん
。

最
低
賃
金
引
き
上
げ
の
影
響

　

最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
が
失
業
者
を
増

加
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
部
活
を
す
れ
ば

成
績
が
下
が
る
、
と
い
う
の
と
同
じ
で
、

そ
の
水
準
や
諸
環
境
を
考
慮
し
な
い
、
き

わ
め
て
単
純
化
し
た
見
方
で
す
。
確
か
に
、

部
活
に
疲
れ
果
て
て
授
業
中
に
熟
睡
し
て

い
れ
ば
、
成
績
が
下
が
る
可
能
性
は
高
い

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
部
活
に

熱
心
に
取
り
組
ん
だ
経
験
か
ら
、
何
事
に

も
熱
心
に
取
り
組
む
姿
勢
が
身
に
着
い
た

生
徒
は
、
成
績
が
上
が
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
最
低
賃
金
引
き
上
げ
で
失
業
者
が
増

加
す
る
か
ど
う
か
は
、
あ
く
ま
で
程
度
問

題
で
あ
り
、
ま
た
国
の
経
済
力
に
見
合
っ
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1
0
0
0
円
は

雇
用
に
打
撃
を
与
え
る

水
準
と
は
思
え
な
い

　

あ
く
ま
で
経
験
則
だ
と
思
い
ま
す

が
、
最
低
賃
金
の
水
準
が
勤
労
者
の
平

均
的
な
賃
金
水
準
の
60
％
前
後
を
超
え

る
と
、
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
出
て
く
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
ち
な
み
に
韓
国
で
は
、文
在
寅
大
統

領
が
2
0
2
0
年
ま
で
に
最
低
賃
金
を

1
0
0
0
0
ウ
ォ
ン
に
引
き
上
げ
る
こ
と

を
公
約
と
し
、
こ
の
た
め
2
0
1
8
年
に

は
16
・
4
％
の
大
幅
引
き
上
げ
を
実
施
し

ま
し
た
。
O
E
C
D
の
資
料
で
は
、
こ

れ
に
よ
り
最
低
賃
金
の
水
準
は
平
均
的
な

賃
金
水
準
（
中
位
数
）
の
59
％
に
達
し
ま

し
た
が
、
就
業
者
数
の
前
年
比
増
加
数
が

大
幅
に
縮
小
し
、
と
く
に
零
細
・
自
営
業

者
の
多
い
飲
食
・
宿
泊
業
で
は
大
幅
な
マ

イ
ナ
ス
と
な
る
な
ど
、
雇
用
に
大
き
な
変

化
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
2
0
1
9
年
に
も

10
・
9
％
の
大
幅
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
ま

し
た
が
、2
0
2
0
年
に
は
引
き
上
げ
率

は
2
・
87
％
に
抑
制
さ
れ
、
文
大
統
領
は

2
0
2
0
年
ま
で
に
1
0
0
0
0
ウ
ォ
ン

と
い
う
公
約
達
成
断
念
に
追
い
込
ま
れ
る

と
と
も
に
、
最
低
賃
金
決
定
制
度
の
見
直

し
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

11
件（
1
・
2
％
）に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
人
件

費
の
上
昇
で
資
金
繰
り
が
悪
化
し
た
り
、

従
業
員
の
離
職
や
採
用
難
で
事
業
遂
行

不
能
と
な
る
ケ
ー
ス
は
、
現
時
点
で
は

そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ

き
で
す
。

企
業
の
認
識
で
も
、

最
賃
引
き
上
げ
は
妥
当

　

使
用
者
側
が
最
低
賃
金
の
積
極
的
な

引
き
上
げ
に
反
対
し
て
い
る
と
言
っ
て

も
、
そ
れ
は
経
営
者
団
体
や
そ
の
地
方
組

織
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
個
別
企
業
の
感
覚

は
、
こ
れ
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
よ

な
み
に
平
均
的
な
賃
金
水
準
の
60
％
は

1
1
2
0
円
と
な
り
ま
す
が
、
最
低
賃
金

が
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
、
当
然
、
平
均
的

な
賃
金
水
準
も
上
昇
す
る
は
ず
な
の
で
、

60
％
の
水
準
は
も
っ
と
高
く
な
り
ま
す
。

ま
た
わ
が
国
の
場
合
、
賃
金
に
対
す
る
一

時
金
の
比
率
が
高
く
、
ま
た
現
状
で
は
、

非
正
規
雇
用
や
短
時
間
雇
用
で
働
く
人

は
、
フ
ル
タ
イ
ム
正
社
員
に
比
べ
一
時
金

の
水
準
が
低
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
分
水
嶺
を
所
定
内
給
与
の
60
％

と
す
る
の
は
低
す
ぎ
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。

　

な
お
金
属
労
協
で
は
、
一
時
金
の
最
低

獲
得
水
準
を
「
年
間
４
カ
月
分
以
上
」
と

し
て
い
ま
す
。
も
し
仮
に
、
と
い
う
こ
と

で
は
あ
り
ま
す
が
、「
年
間
４
カ
月
分
」
を

所
定
内
給
与
に
振
り
替
え
た
と
す
れ
ば
、

所
定
内
給
与
の
60
％
は
1
4
9
0
円
強
に

な
り
ま
す
。

　

政
府
が「
よ
り
早
期
に
」
め
ざ
し
て

い
る
地
域
別
最
低
賃
金
全
国
加
重
平
均

1
0
0
0
円
が
雇
用
に
打
撃
を
与
え
る
も

の
だ
と
は
、
到
底
思
え
ま
せ
ん
。

　

ち
な
み
に
、「
人
手
不
足
倒
産
」
と
い
う

こ
と
が
よ
く
話
題
と
な
り
ま
す
が
、
帝
国

デ
ー
タ
バ
ン
ク
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
2

 
0
 

1
8
年
度
の
全
倒
産
件
数
8
0
5
7
件

の
う
ち
、
人
手
不
足
倒
産
は
1
6
9
件

（
2
・
1
％
）、
製
造
業
で
は
9
0
3
件
中

　

労
働
者
の
平
均
的
な
賃
金
水
準
を
定
義

す
る
の
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
こ
と
で

は
あ
り
ま
す
が
、日
本
の
場
合
、O
E
C
D

の
資
料
で
は
2
0
1
8
年
に
42
％
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
中
央
最
低
賃

金
審
議
会
目
安
小
委
員
会
に
厚
生
労
働
省

か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
で
は
、
2
0
1
8

年
の
賃
金
水
準
は
、「
毎
月
勤
労
統
計
」の

事
業
所
規
模
30
人
以
上
、
調
査
産
業
計
の

時
間
あ
た
り
所
定
内
給
与
が
2
0
0
7

円
、「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
企

業
規
模
10
人
以
上
、
調
査
産
業
計
の
一
般

労
働
者
の
時
間
あ
た
り
所
定
内
給
与
が

1
8
6
7
円
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同

じ
資
料
で
は
、
毎
月
勤
労
統
計
で
事
業
所

規
模
５
～
29
人
、
賃
金
構
造
基
本
統
計

調
査
で
企
業
規
模
５
～
９
人
、
10
～
99

人
の
賃
金
水
準
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
う
し
た
中
小
企
業
・
零
細
企
業
に

限
定
し
た
デ
ー
タ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
平
均
的
な
賃
金
水
準
を
示
す
も
の

と
は
言
え
ま
せ
ん
。
先
述
の
2

 

0

 

0

 
7
 

円
、1
8
6
7
円
の
う
ち
、
仮
に
低
い
方

の
1
8
6
7
円
を
使
っ
て
計
算
し
て
み
る

と
、
2
0
1
8
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金

の
全
国
加
重
平
均
8
7
4
円
は
、
平
均
的

な
賃
金
水
準
の
46
・
8
％
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
60
％
」

に
達
す
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
か
な
り
余

裕
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち

項目 年　度 全業種 製造業

倒産件数
2017 年度 8,285 1,020
2018 年度 8,057 903

うち
人手不足倒産

2017 年度 114 16
2018 年度 169 11

割合
2017 年度 1.4 1.6
2018 年度 2.1 1.2

（注）1. 個人事業主含む、負債1,000万円以上、法的整理。
2. 資料出所：帝国データバンク資料より金属労協政策企画局で作成。

人手不足倒産の状況 （件・％）
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支
援
事
業
」
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、2

 

0

 
1
 

8
年
度
の
予
算
（
当
初
＋
補
正
）
14
億 

1
5
0
0
万
円
に
対
す
る
執
行
率
は
45 

％
、
前
年
度
か
ら
の
繰
り
越
し
を
加
え

た
予
算
19
億
9
1
0
0
万
円
に
対
す
る

執
行
率
は
32
％
に
止
ま
っ
て
お
り
、
担
当

課
で
も
「
周
知
・
広
報
を
行
っ
た
も
の
の
、

支
給
実
績
が
見
込
み
を
下
回
っ
た
」
と
評

価
し
て
い
ま
す
。
執
行
率
の
低
さ
は
、
結

局
、
現
状
程
度
の
最
低
賃
金
の
引
き
上

げ
・
水
準
で
は
、
こ
う
し
た
支
援
事
業
は

不
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

な
お
、
経
営
者
団
体
の
中
に
は
、
い
ま

だ
に
「
生
計
維
持
者
で
は
な
い
人
も
対
象

と
な
る
」
こ
と
か
ら
、
最
低
賃
金
は
海
外

よ
り
も
低
く
て
良
い
の
だ
、
と
い
う
主
張

が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、「
失
わ
れ
た

20
年
」
の
間
に
お
け
る
賃
金
抑
制
に
よ
っ

て
、
家
族
の
う
ち
の
一
人
が
「
生
計
維
持 

者
」
で
あ
る
、
と
い
っ
た
概
念
な
ど
も
う

す
で
に
崩
壊
し
て
お
り
、
働
い
て
い
る
人

は
誰
で
も
「
生
計
維
持
者
」
と
い
っ
て
よ

い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
文
部
科
学
省

の
「
平
成
28
年
度
学
生
生
活
調
査
」
に
よ

れ
ば
、
大
学
昼
間
部
に
通
う
ア
ル
バ
イ
ト

学
生
の
23
・
9
％
は
、「
家
庭
か
ら
の
給

付
な
し
」
も
し
く
は
「
家
庭
か
ら
の
給
付

の
み
で
は
修
学
継
続
困
難
」
で
あ
り
、
こ

れ
に
「
家
庭
か
ら
の
給
付
の
み
で
は
修
学

に
不
自
由
」
を
足
す
と
、
ア
ル
バ
イ
ト
学

生
の
43
・
1
％
に
達
し
ま
す
。
2
0
1
8

年
度
か
ら
返
済
不
要
の
給
付
型
奨
学
金
が

本
格
的
に
導
入
さ
れ
、
2
0
2
0
年
度
か

ら
は
い
わ
ゆ
る
高
等
教
育
の
無
償
化
が
始

ま
り
ま
す
が
、
対
象
者
は
、
住
民
税
非
課

税
世
帯
（
両
親
・
本
人
・
中
学
生
の
４
人

世
帯
の
場
合
、
世
帯
年
収
約
2
7
0
万

円
ま
で
）
と
そ
れ
に
準
ず
る
世
帯（
同

3
8
0
万
円
ま
で
）に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
小
企
業
の
人
件
費
負
担
は

む
し
ろ
軽
く
な
っ
て
い
る

　

最
低
賃
金
の
積
極
的
な
引
き
上
げ
や
賃

上
げ
に
よ
り
、
企
業
の
人
件
費
負
担
が
重

く
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
財
務
省

「
法
人
企
業
統
計
」に
よ
り
、
売
上
高
人
件

費
比
率
を
使
っ
て
確
認
し
て
み
ま
し
た
。

３
％
程
度
の
地
域
別
最
低
賃
金
の
引
き

上
げ
が
始
ま
っ
た
の
が
2
0
1
6
年
度

で
し
た
の
で
、
そ
の
直
前
の
2
0
1
5
年

度
と
直
近
の
2
0
1
8
年
度
と
を
比
べ
て

み
る
と
、全
産
業（
除
く
金
融
保
険
業
）の 

全
規
模
で
は
、
2
0
1
5
年
度
に
13
・
8
 

％
だ
っ
た
の
が
、
2
0
1
8
年
度
に
は

13
・
6
％
と
わ
ず
か
な
が
ら
低
下
し
て
い

ま
す
。
こ
の
う
ち
中
小
企
業
で
は
、
資
本

金
1
千
万
円
未
満
の
と
こ
ろ
で
25
・
0
％

→
24
・
6
％
と
な
っ
て
お
り
、
企
業
の
人

件
費
負
担
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
最
低
賃
金
引
き
上
げ
が
企

業
経
営
に
打
撃
を
与
え
て
い
る
と
い
う

主
張
は
、
個
別
企
業
レ
ベ
ル
で
は
と
も
か

く
、
中
小
企
業
全
体
と
し
て
は
、
事
実
に

基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思

い
ま
す
。

　

な
お
金
属
産
業
で
は
、資
本
金
１
千
万

円
未
満
の
企
業
で
は
、
2
0
1
5
年
度
に

32
・
7
％
だ
っ
た
の
が
2
0
1
8
年
度
に

う
で
す
。

　

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
で
は
、
企
業
に
対

し
、
2
0
1
8
年
度
の
地
域
別
最
低
賃
金

引
き
上
げ
（
全
国
加
重
平
均
26
円
）
に
関

す
る
意
識
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、

全
国
9
7
4
6
社
の
回
答
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
を
「
妥
当
」と
す
る
企
業
が
43
・
8
％
と

最
も
多
く
、
続
い
て
「
低
い
」
と
す
る
企

業
が
15
・
2
％
、「
高
い
」
が
13
・
7
％
と 

な
っ
て
い
ま
す
。

＊「
妥
当
」
と「
低
い
」
を
合
わ
せ
る
と
６

割
近
く
に
達
す
る
。

＊「
高
い
」よ
り
も「
低
い
」の
ほ
う
が
多
い
。

＊「
高
い
」は
わ
ず
か
１
割
強
に
す
ぎ
な
い
。

こ
と
に
と
く
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
で
は
、「
最
低
賃
金
引
上

げ
に
向
け
た
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

回　答 割　合

低　い 15.2

妥　当 43.8

高　い 13.7

分からない 27.4

地域別最低賃金引き上げ額の妥当性
（2018年） （％）

資料出所：帝国データバンク「最低賃金改定に関する
  企業の意識調査（2018 年）｣､
  有効回答 9,746 社

制　度 国　公　立 私　　立
自　宅 自宅外 自　宅 自宅外

授業料等減免（2020年４月より）
　入学金 約28万円 約 26万円
　授業料（年額） 約54万円 約 70万円
給付型奨学金（年額） 約35万円 約 80万円 約 46万円 約 91万円

高等教育の就学支援制度（大学・住民税非課税世帯）

（注）1. 住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、上記金額の３分の２または３分の１になる。
2. ちなみに 2019 年度の東京大学の入学金は 282,000 円、授業料は 535,800 円、 
 早稲田大学政治経済学部の入学金は 200,000 円、授業料は 999,000 円。
3. 資料出所：文部科学省
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資 

料
政
策
・
制
度
解
説
コ
ー
ナ
ー
　

最
低
賃
金
引
き
上
げ
の
正
当
性

は
31
・
4
％
と
な
っ
て
お
り
、
売
上
高
人

件
費
比
率
の
低
下
が
さ
ら
に
顕
著
と
な
っ

て
い
ま
す
。

市
場
の
失
敗
の
補
正

　

本
来
、
賃
金
は
、
労
使
が
対
等
の
立
場

に
立
っ
た
交
渉
を
行
っ
た
上
で
決
定
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
す
。
労
使
交
渉
で
決
定
さ

れ
た
賃
上
げ
幅
を
超
え
る
法
定
最
低
賃
金

の
引
き
上
げ
は
、
労
使
自
治
の
原
則
に
反

す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
方
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
市
場
に
お

い
て
歪
み
が
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
市
場

経
済
原
理
が
有
効
に
機
能
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
市
場
の

失
敗
を
政
府
が
補
正
す
る
の
は
、
政
府
の

使
命
で
あ
り
、
市
場
経
済
原
理
に
則
し
た

対
応
で
も
あ
り
ま
す
。

＊
わ
が
国
の
マ
ク
ロ
経
済
ベ
ー
ス
の
労
働

分
配
率
は
長
期
的
に
低
下
傾
向
に
あ

り
、
こ
こ
数
年
、
下
げ
止
ま
っ
て
い
る

も
の
の
、
一
進
一
退
を
続
け
て
い
る
。

＊
前
述
の
よ
う
に
、
売
上
高
人
件
費
比
率

は
低
下
傾
向
に
あ
る
。

＊
わ
が
国
の
時
間
あ
た
り
人
件
費
は
、

主
要
先
進
国
で
最
低
と
な
っ
て
お
り
、

先
進
国
グ
ル
ー
プ
の
中
で
も
低
位
に

止
ま
っ
て
い
る
。

こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
労
働
市
場
に
お

い
て
、
労
働
力
の
売
り
手
で
あ
る
勤
労
者

に
対
す
る
成
果
配
分
が
、
産
み
出
し
た
付

加
価
値
に
見
合
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
な

い
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
産
み
出
し

た
付
加
価
値
や
生
産
性
向
上
の
適
正
な
成

果
配
分
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
経
済
全
体

で
見
れ
ば
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
力

に
比
べ
て
、
個
人
消
費
を
中
心
と
す
る
需

要
が
過
少
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、

経
済
の
好
循
環
に
よ
る
持
続
的
な
成
長
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
景
気
を
維

持
す
る
た
め
に
は
、
金
融
政
策
頼
み
を
続

け
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

高
度
成
長
期
以
来
の
人
手
不
足
に
も
か

か
わ
ら
ず
労
働
分
配
率
が
回
復
し
て
い
な

い
の
は
、
や
は
り
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
下

で
、輸
出
産
業
が
人
件
費
の
低
い
新
興
国
・

途
上
国
と
激
烈
な
競
争
を
繰
り
広
げ
て
お

り
、
賃
上
げ
な
ど
で
き
る
わ
け
が
な
い
、

と
い
う
意
識
が
強
く
残
り
す
ぎ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、

＊
新
興
国
・
途
上
国
と
の
競
争
が
理
由
で

あ
れ
ば
、
価
格
を
抑
制
す
る
た
め
に
、

利
益
率
も
抑
え
な
く
て
は
な
ら
な
い

が
、
現
実
に
は
、
利
益
率
は
大
幅
に
改

善
し
て
い
る
。

＊
新
興
国
・
途
上
国
と
競
争
し
て
い
る
の

は
、
日
本
企
業
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ

カ
企
業
、
Ｅ
Ｕ
企
業
も
同
様
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
国
に
お
け
る
時
間
あ
た
り
人

件
費
は
、
日
本
に
比
べ
て
大
幅
に
高
い
。

＊
単
位
労
働
コ
ス
ト
で
比
較
す
れ
ば
、
日

本
の
人
件
費
水
準
は
新
興
国
に
比
べ
て

も
低
い
。

な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
新
興
国
・
途
上
国
と

の
競
争
を
理
由
に
し
た
賃
金
抑
制
が
誤
り

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　

ま
た
ひ
と
こ
ろ
、
日
本
企
業
の
Ｒ
Ｏ
Ｅ

（
自
己
資
本
利
益
率
）
が
低
い
と
い
う
こ

と
が
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
が
、Ｒ
Ｏ
Ａ
（
総

資
産
利
益
率
）
が
ド
イ
ツ
企
業
並
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
Ｒ
Ｏ
Ｅ
の
低
い
主

な
原
因
は
自
己
資
本
比
率
の
高
さ
で
あ

り
、
こ
れ
も
賃
金
抑
制
を
正
当
化
す
る
理

由
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

政
府
主
導
に
よ
る
「
同
一
労
働
同
一
賃

金
」
の
取
り
組
み
や
、
地
域
別
最
低
賃
金

の
積
極
的
な
引
き
上
げ
は
、
こ
う
し
た

市
場
の
失
敗
を
補
正
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
す
。
経
営
者
団
体
は
こ
う
し
た
政

策
に
難
色
を
示
す
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は

自
ら
、「
生
産
性
運
動
三
原
則
」
に
則
っ
た

「
成
果
の
公
正
な
分
配
」、
す
な
わ
ち
、「
生

産
性
向
上
の
諸
成
果
は
、
経
営
者
、
労
働

者
お
よ
び
消
費
者
に
、
国
民
経
済
の
実
情

に
応
じ
て
公
正
に
分
配
さ
れ
る
も
の
と
す

る
」
を
実
践
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
れ

ば
、
政
府
に
よ
る
介
入
も
や
が
て
不
必
要

と
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

産業 年度 全規模 10億円以上 1億円以上
10億円未満

1千万円以上
1億円未満 1千万円未満

全産業
（除く金融
保険業）

2015年度 13.8 9.4 12.7 16.5 25.0
2016年度 13.9 9.6 12.1 16.1 26.6
2017年度 13.4 9.3 11.6 15.9 23.8
2018年度 13.6 9.1 11.5 17.0 24.6

金属産業計

2015年度 14.2 11.4 14.8 20.6 32.7
2016年度 14.5 11.7 14.5 20.5 36.6
2017年度 14.3 11.3 14.6 21.4 34.5
2018年度 13.9 11.2 14.5 20.2 31.4

（注）1. 政府は 2016年度から年率３％程度の地賃引き上げを打ち出しており、15年度はその前年になる。
2. 資料出所：財務省「法人企業統計」より金属労協政策企画局で作成。

売上高人件費比率の推移（資本金規模別） （％）


